
令和 3 年度事業報告書 

令和 3 年 4 月 1 日より令和 4 年 3 月 31 日まで 

 

                  公益財団法人ルネッサ地域文化振興財団 

代表理事 麻殖生 光弘 

概 要 

 

本法人は、地域文化の普及伝承を通じて地域文化の振興と地域社会の健全な発展に寄与

することを目的として、平成 28 年 5 月 20 日に一般財団法人ルネッサ地域文化振興財団として

設立、平成 28 年 12 月 20 日に内閣府より公益認定され、公益財団法人ルネッサ地域文化振

興財団としてより充実した事業に取り組んでまいりました。 

本年度も、法人基盤の確立にいっそうの力を注ぐとともに、事業活動の推進を図り、目的の達

成を目指しました。 

 

1. 事 業 

 

Ⅰ 地域文化に関する講演会・フィールドワークの開催 

 

地域文化に関する講演会・フィールドワークを広く一般市民を対象に開催することで、地域文

化の魅力や知識を多くの人々に伝えてまいりました。また、講師・ナビゲーターには当該分野にお

いて豊富な実績のある講師を招致し、質の高い内容を実現するとともに、一般の方が気軽に講

演会に参加できるよう、参加料は無料とし、開催はなるべく平日の夜間又は土日祝祭日にて設

定いたしました。 

 

本年度は、新型コロナウイルスの蔓延による三密を避ける社会的要請を鑑み、全ての講演会

及びフィールドワークを中止と致しました。その上で、人が集まる講演会を人が集まらなくても開催

できる方法を模索した結果、WEB 等を用いて講演会を中継乃至、講演会を収録の上、広く地域

文化に関心のある一般市民に視聴出来るような仕組みを整えることが急務であると判断するに至

りました。よって、本年度はそのための仕組を構築することに特化を致しました。この取組を受け、令

和 4 年度には、従来と同様の講演会事業、フィールドワーク事業を復活することが出来る見込み

です。 

 

≪本年度の開催情報≫ 

 

＜講演会＞ 

やむを得ず中止することになりました。 



 

＜フィールドワーク＞ 

やむを得ず中止することになりました。 

 

Ⅱ 建築及び景観の管理、保存、活用に係る諸活動への助成支援  

 

建築及び景観の管理、保存、活用に係る諸活動を対象として、本法人が制定する「建築景

観保護助成制度」に基づき、選考委員会の審査により選定した者に対し、一定額の助成金を支

給しました。 

 

助成対象者の選考及び決定は、この法人に置かれる選考委員会において行いました。 

選考委員は以下の 3 名です。 

 

◆ 麻殖生光弘 （本法人理事長） 

◆ 小浦 久子 （神戸芸術工科大学教授） 

◆ 森本 アリ （神戸市垂水区旧グッゲンハイム邸管理人） 

 

助成選考委員会（第一回） 

 

開 催 日：令和 4 年 2 月 23 日 

出席委員：麻殖生光弘、小浦 久子、鈴木 一正（事務局長が代理、委員の森本アリが本年

度申請の利害関係者であるため） 

 

助成選考委員会（第二回） 

 

開 催 日： 令和 4 年 3 月 3 日 

出席委員： 麻殖生光弘、小浦 久子、鈴木 一正（事務局長が代理、委員の森本アリが本

年度申請の利害関係者であるため） 

 

助成対象事業 

活動内容：塩屋まちづくり推進会の申請した「塩屋景観ガイドライン（試験運用版）のコンセプトを

ブラッシュアップして新たなページを追加し、印刷物媒体にして住民に配布する」 旨の事業に対

する助成 

 

助成金額：300,000 円 

  



 

2．庶務・管理 

 

(1) 理事・監事に関する事項 

 

理事定数  3 名以上 6 名以内  現在 3 名  任期 2 年 

監事定数  1 名   任期 2 年 

 

役職 氏 名 
勤務 

形態 
就任(重任)年月日 職  務 

理事長 麻殖生 光弘 常勤 令和 2 年 6 月 9 日 
有限会社ルネッサ・コーポレーション 代

表取締役 

理事 松原 永季 非常勤 令和 2 年 6 月 9 日 一級建築士 

理事 山下 善彦 非常勤 令和 2 年 6 月 9 日 不動産鑑定士 

監事 佐々木 亮輔 非常勤 令和 2 年 6 月 9 日 公認会計士・税理士 

 

(2) 評議員に関する事項 

 

 評議員定数  3 名以上 6 名以内  現在 3 名  任期 4 年 

 

役職 氏 名 
勤務 

形態 
就任(重任)年月日 職  務 

評議員 岡田 葉子 非常勤 令和 2 年 6 月 9 日 
有限会社ルネッサ・コーポレーション 取

締役 

評議員 秋沢 伸哉 非常勤 令和 2 年 6 月 9 日 
英国国立ウェールズ大学経営大学院 

教授 

評議員 髙田 かおる 非常勤 令和 2 年 6 月 9 日 著述業 

 

(3) 職員に関する事項 

 

区分 氏 名 
勤務 

形態 
職  務 



事務局員 鈴木 一正 非常勤 総務経理事務 

 

(4)会議に関する事項 

 

① 理事会 

 

開催年月日 場 所 議  事  事  項 結 果 

令和 3 年 5 月 19 日 
本法人

事務所 

1. 令和２年度事業報告書及び決算書の承認に関する件 

2. 代表理事による職務執行の報告の件 

3. 評議員会開催の件 

可決 

令和 4 年 2 月 19 日 
本法人

事務所 

1. 令和 4 年度事業計画書及び収支予算書等の承認に関

する件 

2. 代表理事による職務執行の報告の件 

3. 評議員会開催の件 

可決 

 

② 評議員会 

 

開催年月日 場 所 議  事  事  項 結 果 

令和 3 年 6 月 18 日 
本法人

事務所 

1. 令和２年度事業報告書及び決算書の承認に関する件 

2. 代表理事による職務執行の報告の件 
可決 

令和 4 年 3 月 18 日 
本法人

事務所 

1. 令和 4 年度事業計画書及び収支予算書等の承認に関

する件 

2. 代表理事による職務執行の報告の件 

可決 

 

(5)寄付金に関する事項 

                                                      （単位：円） 

寄付年月日 寄付者 目 的 区分 金 額 

令和 3 年 月  日 麻殖生光弘 公 2 指定 0 

令和 3 年 月  日 麻殖生光弘 法人 指定 0 

令和 3 年 月  日 麻殖生光弘 公 1 指定 0 

合 計 0 

※公１ 地域文化に関する講演会及びフィールドワークの開催 

※公２ 建築及び景観の管理、保存、活用に係る諸活動への助成支援 



 

(6)内閣府 公益法人行政担当への届出 

 

届出年月日 届  出  内  容 

 なし 

 

令和 2 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で作成しない。 


